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令和 ８ 年 ３ 月 ９ 日（月曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 １７ 　号）

　　　　公安委員会
○石川県警察の組織等に関する規則の一部を改正する規
　則 　１

公　安　委　員　会

　
石 川 県 警 察 の 組 織 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 八 年 三 月 九 日

石 川 県 公 安 委 員 会

　石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号

　 　 　

 石 川 県 警 察 の 組 織 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　
石 川 県 警 察 の 組 織 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　
第 四 条 中 第 十 六 号 を 第 十 七 号 と し 、 第 十 五 号 を 第 十 六 号 と し 、 第 十 四 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　
十 五

　
奥 能 登 治 安 対 策 セ ン タ ー に 関 す る こ と 。

　
第 十 四 条 第 七 号 中 「 前 兆 事 案 」 を 「 脅 威 事 犯 」 に 改 め 、 同 条 第 十 号 中 「 第 三 号 」 を 「 第 五 号 」 に 改 め る 。

　
第 十 九 条 中 第 八 号 を 削 り 、 第 九 号 を 第 八 号 と す る 。

　
別 表 第 一 大 聖 寺 警 察 署 の 部 山 中 交 番 の 項 中 「 山 中 温 泉 枯 渕 町 」 を 「 山 中 温 泉 枯 淵 町 」 に 改 め る 。

　 　 　
附

　
則

　
こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 三 月 二 十 七 日 か ら 施 行 す る 。
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